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伊佐市農業委員会第７回総会議事録 

 

１．開催日時  令和２年 10 月 30 日（金）午前 9 時 00 分から 10 時 35 分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （22 人） 

    

    会  長        13番委員 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

2 番委員 8 番委員 1 番推進委員 9 番推進委員

4 番委員 9 番委員 2 番推進委員 12 番推進委員

5 番委員 10 番委員 3 番推進委員 13 番推進委員

6 番委員 11 番委員 5 番推進委員 14 番推進委員

7 番委員 6 番推進委員 15 番推進委員

7 番推進委員

8 番推進委員

     

４．欠席委員  （4 人） 

      

５．議事日程 

 

  第１ 会議録署名委員の指名  １０番委員   １１番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・ 

編入）申出」の意見決定について 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について 

議案第５号「農地付空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番指定・

地番解除）について 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長     農地振興係長    

農地振興係書記    農地振興係書記   
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【開始時間  午前９時００分】 

 

事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

おはようございます。只今より、令和２年度 第７回農業委員会総会を

開催いたします。姿勢を正してください。 一同礼。 

 

皆様おはようございます。 

稲刈りはどうでしょうか。お済でしょうか？ 

今年は数量が少ないと聞いていますが、単価は農協の売渡金額は昨年と

同じということを聞いております。 

まだ、稲刈りが済んでいない方は体に気を付けて作業を行っていただけ

ればありがたいと思います。 

本日は１２番農業委員が欠席で出席人数は１０名で、規定に達しており

ますので、総会は成立いたします。 

本日の議事録署名委員を、指名いたします。 

１０番農業委員と１１番農業委員に、お願いいたします。 

ただいまより総会を始めます。 

 

―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より、諸般の報告について、報告１号「農地法第１８条第６項の

規定による通知」をお願いいたします。 

 

報告１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきまして、資料

の１ページから２ページまで農業経営基盤強化促進法による解約が７件

です。 

以上ご報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いいた

します。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 

なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第１号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見

決定について議題といたします。 

事務局の報告を求めます。 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議案第 1号「農業経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見

決定のうち貸借について説明いたします。 

１２ページの総括表をご覧ください。 

期間は２年から２０年で、面積は田１７１,０４４㎡、畑１６，２９５

㎡の計１８７,３３９㎡です。利用権を設定する者の数４７名、利用権の

設定を受ける者の数３８名です。 

土地の詳細につきましては、３ページから１１ページ番号１番から５０ 

番のとおりです。以上説明を終わります。ご審議方よろしくお願いいたし

ます。 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号事務局の報告のとおり、決定することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意

見については決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について

提案いたします。 

整理番号９番について、この案件は１１番農業委員が譲受人になっとり

ますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき、議事に参

与できませんので、審議開始から終了まで退席をお願いします。 

 

（１１番農業委員退席） 

 

整理番号９番について、９番農業委員の報告を求めます。 
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９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号９番につきまして、去る１０月２３日に現地調査をいたしました

ので、私９番が報告いたします。 

申請人 ＤＴさんは、伊佐市菱刈下手に居住され、年齢は７４歳です。 

渡し人 ＤＫさんは、伊佐市菱刈南浦に居住され、年齢は６３歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈下手字瀬戸口３１００番１で、地目は田、地積は

８３５㎡で所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は７９，８０５㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は自宅裏で、現況は良く管理された農地です。経営

意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号９番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号９番については許可が決定いたしました。 

 ここで、１１番農業委員の入席をお願いします。 

 

（１１番農業委員入席） 

 

１１番農業委員、許可が決定いたしました。 

 

整理番号１０番について、この案件は８番農地利用最適化推進委員が譲

受人になっとりますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基

づき、議事に参与できませんので、審議開始から終了まで退席をお願いし

ます。 
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議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

（８番農地利用最適化推進委員退席） 

 

整理番号１０番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１０番につきまして、去る１０月２３日に現地調査をいたしまし

たので、私１０番が報告いたします。 

申請人 ＫＹさんは、伊佐市大口原田に居住され、年齢は４８歳です。 

渡し人 ＫＨさんは、伊佐市大口原田に居住され、年齢は７１歳です。 

申請地は、伊佐市大口原田字平田１３７０番で、地目は田、地積は５３

７㎡で所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は２５，５８８㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約０．１kｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１０番について、許可することに賛成の農業委員の挙手を求め

ます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１０番については許可が決定いたしました。 

 ここで、８番農地利用最適化推進委員の入席をお願いします。 

 

（８番農地利用最適化推進委員入席） 

 

８番農地利用最適化推進委員、許可が決定いたしました。 
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議 長 

 

 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号１番から８番まで一括で報告をお願いします。 

質問される方は、全ての報告終了後お願いいたします。 

整理番号１番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１番につきまして、去る１０月２５日に現地調査をいたしました

ので、私６番が報告いたします。 

申請人 ＹＴさんは、伊佐市大口青木に居住され、年齢は３３歳です。 

渡し人 ＮＹさんは、伊佐市大口曽木に居住され、年齢は５７歳です。 

申請地は、伊佐市大口宮人字太郎迫１７３６番１６５で、地目は畑、地

積は９６１㎡で所有権移転贈与になります。 

空き家バンク利用の贈与で不耕作地です。 

現在住んでいる家からは約１０ｋｍですが、空き家に移った場合は申請

地に隣接しています。農業従事者は１名です。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号２番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号２番につきまして、去る１０月２５日に現地調査をいたしました

ので、私６番が報告いたします。 

申請人 ＩＳさんは、伊佐市菱刈重留に居住され、年齢は３７歳です。 

渡し人 ＳＴさんは、霧島市国分郡田に居住され、年齢は５０歳です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字西川３１８５番で、地目は田、地積は１，

６６１㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は、議案第１号２８番にて３，６５１㎡を借り受けてお

り取得可能面積であります。農業従事者は２名で、通作距離は約０．１k

ｍで、現況は不耕作地です。経営意欲はあり農機具等はリースになります。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、営農計画書、字図等が添付してありま

す。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ
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議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ります。 

 

整理番号３番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号３番につきまして、去る１０月２３日に現地調査をいたしました

ので、私８番が報告いたします。 

申請人 ＭＡさんは、伊佐市大口山野に居住され、年齢は５６歳です。 

渡し人 ＯＫさんは、福岡県糟屋郡新宮町に居住され、年齢は６２歳で

す。 

外１名の ＧＭさんは、鹿児島市吉野町に居住され、年齢は６０歳です。 

申請地は、伊佐市大口山野字門田４４０２番１で、地目は田、地積は７

０１㎡で所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は１５５，５２６㎡で取得可能面積であります。農業従

事は２名で、通作距離は約０．２kｍで、現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号４番、５番、６番、７番、８番について、１１番農業委員の報

告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号４番、５番、６番につきましては、譲受人が同一ですので一括で

報告いたします。去る１０月１９日に現地調査をいたしましたので、私１

１番が報告いたします。 

申請人 ＳＫさんは、伊佐市菱刈徳辺に居住され、年齢は３９歳です。 

４番の渡し人 ＭＹさんは、伊佐市菱刈徳辺に居住され、年齢は８５歳

です。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字池田１８７１番で、地目は畑、地積は１，

０１０㎡で所有権移転売買になります。 

５番の渡し人 ＩＭさんは、伊佐市菱刈徳辺に居住され、年齢は７６歳

です。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字池田１８７３番１で、地目は畑、地積は８

３４㎡で所有権移転売買になります。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

６番の渡し人 ＭＳさんは、伊佐市菱刈徳辺に居住され、年齢は８２歳

です。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字池田１８７７番で、地目は畑、地積は１，

２３４㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は９４，４７２㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約１５０ｍで、現況は不耕作地です。経営意欲は

あり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 続きまして、７番、８番につきましては、譲受人が同一ですので一括

で報告いたします。去る１０月１９日に現地調査をいたしましたので、私

１１番が報告いたします。 

申請人 ＫＳさんは、伊佐市菱刈前目に居住され、年齢は６２歳です。 

７番の渡し人 ＩＭさんは、伊佐市菱刈徳辺に居住され、年齢は７６歳

です。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字池田１８６２番１外１筆で、地目は畑、地

積は合計１，８８２㎡で所有権移転売買になります。 

８番の渡し人 ＴＮさんは、伊佐市菱刈徳辺に居住され、年齢は９１歳

です。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字池田１８６２番３で、地目は畑、地積は９

５２㎡で所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は３６，２９９㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約５００ｍで、現況は不耕作地です。経営意欲は

あり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書、字図等が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 
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議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号１番から８番について、許可することに賛成の農業委員の挙手

を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番から８番については許可が決定いたしました。 

 

 議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数１０件について、１０件の許可が処分決定しました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

 議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出」の意見決定について提案いたします。 

整理番号１５番について、この案件は１０番農業委員が申請人になって

おりますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき、議事

に参与できませんので、審議開始から終了まで退席をお願いします。 

 

（１０番農業委員退席） 

 

整理番号１５番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

 議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（編入）申出」の意見決

定についてのうち、整理番号１５番につきまして、去る１０月２３日、申

請人の代理人 大口土地改良区の Ｍさん、農政課耕地係の Ｙさん立会

いのもと、１３番農業委員、私２番農業委員の２名で共同調査をしました

ので、２番が報告いたします。 

申請者は、伊佐市大口大田に居住されている ＴＨさんです。 

申請地は、伊佐市大口大田字稲荷ノ下２３３２番３３で、地目は田、地

積は５６９㎡です。 

編入目的は大田農地整備事業に伴い農地の有効利用を図るもので、周囲

の農地への集団化・作業効率化への影響はないものと思われます。 

所在地は、パチンコＭＧＭから東へ約８００ｍに位置し、現況は耕作地

で、東側は道路、西側は田、南側も田、北側は道路です。 

添付書類として、農用地利用計画の変更に係る意見書、農用地利用計画

変更申出書、地積図、全部事項証明書が添付されております。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切であ
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１５番について、意見決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１５番は、意見が決定いたしました。 

ここで、１０番農業委員の入席をお願いします。 

 

（１０番農業委員入席） 

 

１０番農業委員、許可が決定いたしました。 

 

整理番号１番から２２番について、１５番を除いて関連事業のため一括

で報告をお願いします。２番農業委員の報告を求めます。 

 

 議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（編入）申出」の意見決

定についてのうち、整理番号１番から１５番を除く２２番までにつきまし

て、関連事業のため一括で報告いたします。 

去る１０月２３日、申請人の代理人 大口土地改良区の Ｍさん、農政

課耕地係の Ｙさん立会いのもと、１３番農業委員、私２番農業委員の２

名で共同調査をしましたので、２番が報告いたします。 

整理番号１番の申請者は、伊佐市大口大田に居住されている ＨＴさん

です。 

申請地は、伊佐市大口大田字高柳牟田６６２番１外１筆で、地目は田、

地積は合計１，２３４㎡です。 

編入目的は大田農地整備事業に伴い農地の有効利用を図るもので、周囲

の農地への集団化・作業効率化への影響はないものと思われます。 

所在地は、パチンコＭＧＭから北へ約６００ｍに位置し、地図番号１番、
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２番で、現況は耕作地です。 

整理番号２番の申請者は、鹿児島市吉野に居住されている ＢＹさんで

す。 

申請地は、伊佐市大口大田字高柳牟田６７６番で、地目は田、地積は１，

０２５㎡です。 

所在地は、パチンコＭＧＭから北へ約６００ｍに位置し、地図番号３番

で、現況は耕作地です。 

整理番号３番の申請者は、伊佐市大口大田に居住されている ＭＫさん

です。 

申請地は、伊佐市大口大田字高柳牟田６７７番外１筆で、地目は田、地

積は合計１，９４２㎡です。 

所在地は、パチンコＭＧＭから北へ約６００ｍに位置し、地図番号４番、

５番で、現況は耕作地です。 

整理番号４番の申請者は、伊佐市大口大田に居住されている ＤＨさん

です。 

申請地は、伊佐市大口大田字高柳牟田６８０番で、地目は田、地積は１，

０４７㎡です。 

所在地は、パチンコＭＧＭから北へ約６００ｍに位置し、地図番号６番

で、現況は耕作地です。 

整理番号５番の申請者は、鹿児島県出水郡長島町に居住されている Ｓ

Ｅさんです。 

申請地は、伊佐市大口大田字高柳牟田６８３番で、地目は田、地積は１，

０１７㎡です。 

所在地は、パチンコＭＧＭから北へ約６００ｍに位置し、地図番号７番

で、現況は耕作地です。 

整理番号６番の申請者は、伊佐市大口里に居住されている ＷＭさんで

す。 

申請地は、伊佐市大口大田字高柳牟田９１４番外１筆で、地目は田、地

積は合計２，０１７㎡です。 

所在地は、パチンコＭＧＭから北へ約５００ｍに位置し、地図番号８番、

９番で、現況は耕作地です。 

整理番号７番の申請者は、伊佐市大口大田に居住されている ＩＯさん

です。 

申請地は、伊佐市大口大田字高柳牟田１０４０番３で、地目は田、地積

は４４０㎡です。 

所在地は、パチンコＭＧＭから東へ約５００ｍに位置し、地図番号１０

番で、現況は耕作地です。 

整理番号８番の申請者は、伊佐市大口大田に居住されている ＩＨさん
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です。 

申請地は、伊佐市大口大田字高柳牟田１０４１番１で、地目は田、地積

は５５１㎡です。 

所在地は、パチンコＭＧＭから東へ約６００ｍに位置し、地図番号１１

番で、現況は耕作地です。 

整理番号９番の申請者は、霧島市隼人町に居住されている ＭＫさんで

す。 

申請地は、伊佐市大口大田字高柳牟田１０４３番、字川島２３３２番１

８２で、地目は田、地積は合計１，８５９㎡です。 

所在地は、パチンコＭＧＭから東へ約６００ｍ及び南西６００ｍに位置

し、地図番号１２番、１３番で、現況は耕作地です。 

整理番号１０番の申請者は、鹿児島市南林寺町に居住されている ＩＡ

さんです。 

申請地は、伊佐市大口大田字高柳牟田１０５６番１で、地目は田、地積

は４３１㎡です。 

所在地は、パチンコＭＧＭから東へ約６００ｍに位置し、地図番号１４

番で、現況は耕作地です。 

整理番号１１番の申請者は、伊佐市大口篠原に居住されている ＮＨさ

んです。 

申請地は、伊佐市大口大田字稲荷ノ下１７６６番３で、地目は田、地積

は２０２㎡です。 

所在地は、パチンコＭＧＭから東へ約１０ｍに位置し、地図番号１５番

で、現況は耕作地です。 

整理番号１２番の申請者は、姶良市西餅田に居住されている ＫＳさん

です。 

申請地は、伊佐市大口大田字稲荷ノ下１７８９番１で、地目は田、地積

は２８８㎡です。 

所在地は、パチンコＭＧＭから東へ約１０ｍに位置し、地図番号１６番

で、現況は耕作地です。 

整理番号１３番の申請者は、伊佐市菱刈重留に居住されている ＭＲさ

んです。 

申請地は、伊佐市大口大田字稲荷ノ下１８１６番１外２筆で、地目は田、

地積は合計２，６１２㎡です。 

所在地は、パチンコＭＧＭから東へ約６００ｍに位置し、地図番号１７

番、１８番、１９番で、現況は耕作地です。 

整理番号１４番の申請者は、伊佐市大口大田に居住されている ＨＴさ

んです。 

申請地は、伊佐市大口大田字稲荷ノ下２２７９番で、地目は田、地積は
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７２０㎡です。 

所在地は、パチンコＭＧＭから東へ約７００ｍに位置し、地図番号２０

番で、現況は耕作地です。 

整理番号１６番の申請者は、伊佐市大口里に居住されている ＭＫさん

です。 

申請地は、伊佐市大口大田字稲荷ノ下２３３２番３４で、地目は田、地

積は５９８㎡です。 

所在地は、パチンコＭＧＭから東へ約７００ｍに位置し、地図番号２２

番で、現況は耕作地です。 

整理番号１７番の申請者は、伊佐市大口曽木に居住されている ＫＭさ

んです。 

申請地は、伊佐市大口大田字稲荷ノ下２３３２番３５で、地目は田、地

積は３３３㎡です。 

所在地は、パチンコＭＧＭから東へ約７００ｍに位置し、地図番号２３

番で、現況は耕作地です。 

整理番号１８番の申請者は、伊佐市大口大田に居住されている ＧＴさ

んです。 

申請地は、伊佐市大口大田字川島２３３２番１１１で、地目は田、地積

は８０５㎡です。 

所在地は、パチンコＭＧＭから東へ約７００ｍに位置し、地図番号２４

番で、現況は耕作地です。 

整理番号１９番の申請者は、伊佐市大口大田に居住されている ＹＳさ

んです。 

申請地は、伊佐市大口大田字川島２３３２番１８８で、地目は田、地積

は４９６㎡です。 

所在地は、パチンコＭＧＭから東へ約７００ｍに位置し、地図番号２５

番で、現況は耕作地です。 

整理番号２０番の申請者は、伊佐市大口平出水に居住されている ＹＭ

さんです。 

申請地は、伊佐市大口大田字川島２３３２番５４４で、地目は田、地積

は８７５㎡です。 

所在地は、パチンコＭＧＭから南へ約６００ｍに位置し、地図番号２６

番で、現況は耕作地です。 

整理番号２１番の申請者は、伊佐市大口大田に居住されている ＮＫさ

んです。 

申請地は、伊佐市大口大田字川島２３３２番２１４で、地目は田、地積

は９８６㎡です。 

所在地は、パチンコＭＧＭから南へ約６００ｍに位置し、地図番号２７
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

番で、現況は耕作地です。 

整理番号２２番の申請者は、伊佐市大口大田に居住されている ＫＨさ

んです。 

申請地は、伊佐市大口大田字川島２３３２番１７３外２筆で、地目は田、

地積は合計１，９０２㎡です。 

所在地は、パチンコＭＧＭから南へ約６００ｍに位置し、地図番号２８

番、２９番、３０番で、現況は耕作地です。 

編入目的は大田農地整備事業に伴い農地の有効利用を図るもので、周囲

の農地への集団化・作業効率化への影響はないものと思われます。 

添付書類として、農用地利用計画の変更に係る意見書、農用地利用計画

変更申出書、地積図、全部事項証明書が添付されております。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切であ

ると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。 

 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番から１５番を除く２２番について、意見決定することに賛

成の農業委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番から１５番を除く２２番については、意見が決定い

たしました。 

 

 整理番号２３番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（除外）申出」の意見決

定についてのうち、整理番号２３番について、去る１０月２３日、事務局

立会いのもと、５番推進委員、１２番推進委員、私４番農業委員の３名で

共同調査をしましたので、４番が報告いたします。 

申請人 ＭＡさんは鹿児島市東坂元に居住され、市外住民です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字天子ノ前３８３番１外１筆で、地目は田と
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

畑、地積は田３９㎡、畑７０㎡の２筆合計１０９㎡です。 

除外目的は伊佐市企画政策課が運用する空き家バンク登録に伴い、申請

地の農振農用地区域からの除外が必要なことによるもので、除外すること

で周囲の農地への集団化・作業効率化への影響はないものと思われます。 

所在地は大口めぐみの里から東へ約４００ｍに位置し、現況は不耕作地

で東側は宅地、西側は田、南側は道路、北側は田です。 

添付書類として、農用地利用計画変更申出書、全部事項証明書、現地写

真等が添付されています。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断しましたが、委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしま

す。以上で報告を終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２３番について、意見決定することに賛成の農業委員の挙手を

求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２３番については、意見が決定いたしました。 

 

議案第３号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出」の意見決定について、申請件数２３件について、２３件の意

見が決定いたしました。  

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、整理番号１番について５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１番について、去る１０月２３日、申請人の代理人 

Ｙ林業の Ｍさん Ｈさん立会いのもと、６番推進委員、７番推進委員、
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

８ 番 

私５番農業委員３名で共同調査を行いましたので、５番が報告いたしま

す。 

譲受人は、熊本県熊本市東区長嶺東に居住されている ＳＨさんで、市

外住民です。 

譲渡人は、伊佐市大口平出水に居住されている ＩＫさんで、年齢は９

２歳です。 

申請地は、伊佐市大口平出水字小原野２２３４番６５７で、地目は畑、

地積は１，３５４㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

賃借権です。 

所在地は、梁瀬牧場から南西へ約５０ｍに位置しており、東側は原野、

西側は畑、南側も畑、北側も道路で周囲に与える影響はないと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数３６０枚、設置容量４９.５ｋ

Ｗを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、委任状等が添付

されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

５番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号２番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ
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農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

いてのうち、整理番号２番について、去る１０月２３日、申請人の代理人

Ａの Ａさん立会いのもと、１５番推進委員、私８番農業委員の２名で共

同調査をしましたので、８番が報告いたします。 

譲受人は、鹿児島市西別府町に所在する Ａ２株式会社 代表取締 Ｕ

Ｔさんで、一般法人です。 

譲渡人は、伊佐市大口大田に居住されている ＫＳさんで、年齢は８０

歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字若宮ノ下１８２７番３で、地目は畑、地積

は１，９７７㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

賃借権です。 

所在地は、郡山八幡神社より東へ約７００ｍに位置しており、南側は宅

地、東側は道路を挟み宅地、西側は畑、北側は太陽光発電施設で周囲に与

える影響はないと思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数３６０枚、設置容量４９.５ｋ

Ｗを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款等が

添付されております。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号２番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号３番につい、８番農業委員の報告を求めます。 
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８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号３番について、去る１０月２３日、申請人の代理人

Ｔ司法書士立会いのもと、１５番推進委員、私８番農業委員の２名で共同

調査をしましたので、８番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口小川内に居住されている ＮＳさんで、年齢は２

６歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口大田に居住されている ＤＳさんで、年齢は８９

歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字若宮後１５９０番１で、地目は畑、地積は

４１９㎡です。 

転用目的は一般住宅で、農地区分は第２種農地その他農地で、所有権移

転贈与であります。 

所在地は、郡山八幡神社から東へ約２００ｍに位置し、南側は道路、東

側は畑、北側は宅地、西側は畑で周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書等が添付されてお

ります。 

調査の結果、この申請については２名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号３番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号４番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 



 19 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号４番について、去る１０月２３日、申請人の代理人 

Ａ行政書士立会いのもと、２番推進委員、１３番推進委員、私１０番農業

委員の３名で共同調査をしましたので、１０番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市菱刈南浦に居住されている ＩＹさんで、年齢は２４

歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口目丸に居住されている ＡＭさんで、年齢は６６

歳です。 

申請地は、伊佐市大口原田字西原４３１番１２で、地目は畑、地積は３

０７．２１㎡です。 

転用目的は一般住宅で、農地区分は第２種農地その他の農地で、所有権

移転売買であります。 

所在地は、大口温泉リハビリテーションから南西約４００ｍに位置し、

南側は畑、東側は宅地、北側は畑、西側は道路で周囲に与える影響はない

と思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、委任状等が添付

されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号４番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号５番について、４番農業委員の報告を求めます。 
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４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号５番について、去る１０月２３日、申請人の代理人 

Ｍ行政書士立会いのもと、５番推進委員、１２番推進委員、私４番農業委

員の３名で共同調査をしましたので、４番が報告いたします。 

譲受人は、奈良県橿原市慈明寺町に所在する 株式会社Ｇ 代表取締役 

ＯＫさんで一般法人です。 

譲渡人は、鹿児島市皇徳寺台に居住されている ＭＺさんで、市外住民

です。 

申請地は、伊佐市菱刈下手字飛田３００６番１で、地目は田、地積は２，

７９７㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買です。 

所在地は、下手消防詰め所から北へ約２００ｍに位置しており、北側は

市道、東側、西側は田、南側は太陽光発電施設で周囲に与える影響はない

と思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数３３６枚、設置容量４９.５ｋ

Ｗを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、委任状等が添付

されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号５番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号５番は、処分決定いたしました。 
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議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

整理番号６番について、１１番番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号６番について、去る１０月２３日、申請人の代理人 

Ａさん立会いのもと、４番推進委員、１４番推進委員、私１１番農業委員

の３名で共同調査をしましたので、１２番が報告いたします。 

譲受人は、鹿児島市西別府町に所在する Ａ２株式会社で、一般法人で

す。 

譲渡人は、伊佐市菱刈南浦に居住されている ＵＺさんで、年齢は７１

歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字崎山２６３３番５外１筆で、地目は畑、地

積は合計１，９１５㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買です。 

所在地は、本城小学校から南へ約１．３ｋｍに位置しており、南側は竹

林、東側は宅地、北側も宅地、西側は竹林で周囲に与える影響はないと思

われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数３６０枚、設置容量４９.５ｋ

Ｗを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款等が

添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号６番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 
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議 長 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

よって整理番号６番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号７番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号７番について、去る１０月２３日、申請人の代理人 

Ａさん立会いのもと、４番推進委員、１４番推進委員、私１１番農業委員

の３名で共同調査をしましたので、１１番が報告いたします。 

譲受人は、鹿児島市西別府町に所在する Ａ２株式会社で、一般法人で

す。 

譲渡人は、伊佐市菱刈重留に居住されている ＨＨさんで、年齢は８２

歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈重留字薬師原１４３０番１外１筆で、地目は畑、

地積は合計１，２３３㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買です。 

所在地は、田中小学校から北西へ約８００ｍに位置しており、南側は宅

地、東側は畑、北側は墓地、西側は畑で周囲に与える影響はないと思われ

ます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数３６０枚、設置容量４９.５ｋ

Ｗを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款等が

添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１１番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号７番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 



 23 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

全員挙手。 

よって整理番号７番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号８番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号８番について、去る１０月２３日、申請人の代理人 

Ｏ行政書士立会いのもと、２番推進委員、１３番推進委員、私１０番農業

委員の３名で共同調査をしましたので、１０番が報告いたします。 

譲受人は、伊佐市大口大田に居住されている ＨＭさんで、年齢は６４

歳です。 

譲渡人は、伊佐市大口金波田に居住されている ＤＫさんで、年齢は８

３歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字川原田１３８番３２で、地目は田、地積は

７．８４㎡です。 

転用目的は通路で、農地区分は第２種農地その他の農地で、所有権移転

売買です。 

所在地は、大口病院から南西へ約１５０ｍに位置しており、南側は田、

東側は道路を挟んで雑種地、北側は宅地、西側は田で周囲に与える影響は

ないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、委任状等が添付

されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号８番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 
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議 長 

 

 

議 長 

 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全員挙手。 

よって整理番号９番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号９番、１０番については、譲受人が同一で関連事業のため一括

で報告をお願いします。６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号９番、１０番については、譲受人が同一で関連事業

のため一括で報告いたします。 

去る１０月２３日、申請人の代理人 Ｍ行政書士立会いのもと、７番農

業委員、９番農業委員、私６番農業委員の３名で共同調査をしましたので、

６番が報告いたします。 

譲受人は、岡山県岡山市北区今四丁目に所在する 株式会社 Ｅで、一

般法人です。 

整理番号９番の譲渡人は、伊佐市菱刈花北に居住されている ＩＭさん

で、年齢は６７歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈下手字中牟田２６４８番５外１筆で、地目は田、

地積は合計１，２０２㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買です。 

整理番号１０番の譲渡人は、伊佐市菱刈下手に居住されている ＴＴさ

んで、年齢は７３歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈下手字中牟田２６４８番４で、地目は田、地積は

３１５㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買です。 

整理番号９番、１０番地積合計１，５１７㎡です。 

所在地は、伊佐市給食センターから南へ約４００ｍに位置しており、南

側は宅地、北側は田、東側も田、西側は道路で周囲に与える影響はないと

思われます。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数２９６枚、設置容量４９.５ｋ

Ｗを予定しております。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たします。以上で報告を終わります。 

 

６番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号９番、１０番について、処分決定することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号９番、１０番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１１番、１２番については、譲受人が同一で関連事業のため一

括で報告をお願いします。９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１１番、１２番については、譲受人が同一で関連事

業のため一括で報告いたします。 

去る１０月２３日、申請人の代理人 Ｍ行政書士立会いのもと、６番農

業委員、７番農業委員、私９番農業委員の３名で共同調査をしましたので、

９番が報告いたします。 

譲受人は、福岡県福岡市南区日佐三丁目に所在する 株式会社 Ｆ 代

表取締 ＯＨさんで、一般法人です。 

整理番号１１番の譲渡人は、伊佐市菱刈下手に居住されている ＨＭさ

んで、年齢は９０歳です。 

整理番号１２番の譲渡人は、伊佐市菱刈下手に居住されている ＨＡさ

んで、年齢は９０歳です。 

両申請の転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の

農地で、所有権移転売買です。 

１１番の申請地は、伊佐市菱刈下手字中牟田２６４６番１外２筆で、地

目は田、地積は合計２，３３７㎡です。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数３２８枚、設置容量４９.５ｋ

Ｗを予定しております。 

１２番の申請地は、伊佐市菱刈下手字中牟田２６４５番４外１筆で、地
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

目は田、地積は合計７２９㎡です。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数１７６枚、設置容量４９.５ｋ

Ｗを予定しております。 

所在地は、伊佐市給食センターから南へ約４００ｍに位置しており、西

側は太陽光発電施設予定地、南側は田、東側は道路を挟んで田、北側は太

陽光発電施設予定地で周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１１番、１２番について、処分決定することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１１番、１２番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１３番、１４番については、譲受人が同一で関連事業のため一

括で報告をお願いします。７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１３番、１４番については、譲受人が同一で関連事

業のため一括で報告いたします。 

去る１０月２３日、申請人の代理人 Ｍ行政書士立会いのもと、６番農

業委員、９番農業委員、私７番農業委員の３名で共同調査をしましたので、

７番が報告いたします。 

譲受人は、東京都千代田区神田多町に所在する ＳＵ株式会社 代表取

締 ＮＭさんで、一般法人です。 
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整理番号１３番の譲渡人は、伊佐市菱刈下手に居住されている ＳＨさ

んで、年齢は７１歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈下手字中牟田２６４６番２外４筆で、地目は田、

地積は合計２，３９９㎡です。 

整理番号１４番の譲渡人は、伊佐市菱刈下手に居住されている ＹＴさ

んで、年齢は７６歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈下手字中牟田２６４３番１外２筆で、地目は田２

筆、畑１筆で、地積は合計２，９７１㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買です。 

太陽光発電施設ですが、整理番号１３番がパネル設置枚数３２８枚、設

置容量４９.５ｋＷ、整理番号１４番がパネル設置枚数３２８枚、設置容

量４９.５ｋＷを予定しております。 

所在地は、伊佐市給食センターから南へ約４００ｍに位置しており、整

理番号１３番は、東側は宅地と山林、南側は田、西側、北側は田で、整理

番号１４番は、東側は山林、南側、西側、北側は田で周囲に与える影響は

ないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１３番、１４番について、処分決定することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１３番、１４番は、処分決定いたしました。 
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整理番号１５番、１６番については、譲受人が同一で関連事業のため一

括で報告をお願いします。６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１５番、１６番については、譲受人が同一で関連事

業のため一括で報告いたします。 

去る１０月２３日、申請人の代理人 Ｍ行政書士立会いのもと、７番農

業委員、９番農業委員、私６番農業委員の３名で共同調査をしましたので、

６番が報告いたします。 

譲受人は、岡山県岡山市北区今四丁目に所在する 株式会社 Ｅで、一

般法人です。 

整理番号１５番の譲渡人は、伊佐市菱刈徳辺に居住されている ＩＭさ

んで、年齢は７６歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字池田１８６１番で、地目は畑、地積は９０

３㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買です。 

整理番号１６番の譲渡人は、伊佐市菱刈徳辺に居住されている ＴＮさ

んで、年齢は９１歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈徳辺字池田１８６３番１で、地目は畑、地積は１，

５１９㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買です。 

整理番号１５番、１６番地積合計２，４２２㎡です。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数３２４枚、設置容量４９.５ｋ

Ｗを予定しております。 

所在地は、徳辺郵便局から東へ約５００ｍに位置しており、東側は道路、

西側は山林、南側は畑、北側も畑で周囲に与える影響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

６番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 
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農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１５番、１６番について、処分決定することに賛成の農業委員

の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１５番、１６番は、処分決定いたしました。 

 

整理番号１７番、１８番、１９番については、譲受人が同一で一体事業

のため一括で報告をお願いします。 

整理番号１８番について、１４番農地利用最適化推進委員が譲渡人にな

っておりますので、農業委員会等に関する法律第３１条の規定に基づき、

議事に参与できませんので、審議開始から終了まで退席をお願いします。 

 

（１４番農地利用最適化推進委員退席） 

 

９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１７番、１８番、１９番については、譲受人が同一

で一体事業のため一括で報告いたします。 

去る１０月２３日、申請人の代理人 Ｍ行政書士立会いのもと、６番農

業委員、７番農業委員、私９番農業委員の３名で共同調査をしましたので、

９番が報告いたします。 

譲受人は、岡山県岡山市北区今四丁目に所在する 株式会社 Ｅ 代表

取締 ＫＨさんで、一般法人です。 

整理番号１７番の譲渡人は、伊佐市菱刈川北に居住されている ＵＴさ

んで、年齢は８４歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字湯之元１９７６番１で、地目は畑、地積は

１１２㎡です。 

整理番号１８番の譲渡人は、伊佐市菱刈川北に居住されている ＵＮさ

んで、年齢は８２歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字湯之元１９７７番１で、地目は畑、地積は

５５１㎡です。 

整理番号１９番の譲渡人は、伊佐市菱刈川北に居住されている ＵＨさ
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んで、年齢は７８歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字湯之元１９７８番外１筆で、地目は畑、地

積は合計１，４４２㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買です。 

太陽光発電施設ですが、パネル設置枚数３２４枚、設置容量４９.５ｋ

Ｗを予定しております。 

所在地は、湯ノ尾小学校から北東へ約５００ｍに位置しており、西側は

山林、南側も山林、東側は国道を挟んで原野、北側は遊休農地で周囲に与

える影響はないと思われます。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、会社の定款、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１７番、１８番、１９番について、処分決定することに賛成の

農業委員の挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１７番、１８番、１９番は、処分決定いたしました。 

ここで１４番農地利用最適化推進委員の入席をお願いします。 

 

（１４番農地利用最適化推進委員入席） 

 

 １４番農地利用最適化推進委員、許可が決定いたしました。 

 

議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数１９件について、１９件が処分決定いたしました。 
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―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号「農地付空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番指

定・地番解除）について提案いたします。 

整理番号１番、２番について、一括で報告をお願いします。 

事務局の報告を求めます。 

 

議案第５号「農地付空き家・空き店舗バンク」による農地法第３条第２

項第５号の下限面積（地番指定・地番解除）について、事務局よりご説明

いたします。 

番号１番の申請人 ＭＡさんは鹿児島市在住の方です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字天子ノ前３８３番１外３筆で、下殿橋から

から南東２５０～６００ｍに位置し、現在は自己保全管理されている農地

です。 

 添付書類として、全部事項証明書が添付されており、規定により特例農

地の区域指定として、別段問題はないと思われます。 

番号２番の申請人 ＮＹさんは伊佐市大口曽木の方です。 

申請地は、伊佐市大口宮人字太郎迫１７３６番１６５で、ジャパンファ

ームより南東７００ｍに位置し、地目は畑、地積は９６１㎡で宅地に隣接

する遊休農地です。 

令和２年９月２９日付けで、空き家に付属する農地として下限面積の地

番指定を行っていましたが、今回空き家と一緒に売却が決定し、伊佐市空

き家空き店舗バンク実施要項第６条１項の規定により、登録台帳の抹消が

ありましたので、申請地について下限面積の地番指定を解除したいと思い

ます。 

委員皆様のご審議方よろしくお願いたします。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございま

せんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番、２番について、「農地付空き家・空き店舗バンク」によ

る下限面積（地番指定・地番解除）について決定することに賛成の農業委

員の挙手を求めます。 
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議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（全員挙手） 

 

全員挙手。 

よって整理番号１番、２番は、「農地付空き家・空き店舗バンク」によ

る下限面積（地番指定・地番解除）について決定いたしました。 

 

議案第５号「農地付空き家・空き店舗バンク」による下限面積（地番指

定・地番解除）について２件申請のうち２件の許可が決定いたしました。 

 

その他。事務局お願いします。 

  

総会資料の最終ページをお開きください。１０月の月例報告をします。 

５日、１０月の定例常設審議委員会が鹿児島市でありました。 

２３日、現地調査を一斉にしております。３０日、本日ですが第７回

農業委員会総会です。 

１１月の行事予定ですが、５日に１１月の定例常設審議委員会が鹿児島

市であります。 

１８日、令和２年度地域別農業委員会農地利用最適化推進会議が溝辺公

民館みそめ館であります。 

２４日が現地調査です。３０日が第８回農業委員会総会です。 

月例報告は以上です。 

 

他にないでしょうか。 

 

以上で、令和２年度 第７回農業委員会総会を終わります。 

姿勢を正してください。 

一同礼。 

 

おつかれ様でした。 

 

 

 

 

 

【終了時間  午前１０時３５分】 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 

 

伊佐市農業委員会 

 

 

 

会     長     会  長    

 

伊佐市農業委員     １０ 番     

                   

伊佐市農業委員     １１ 番    

 

 

 

  

 


